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「開発許可制度の手引」の経緯及び位置づけ 

 
《 経 緯 》 

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画

的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区

分した目的を担保すること、開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付

けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たす目的で昭和 43 年に創設され

たものです。 

その創設当時においては、旺盛な宅地需要などに後押しされた都市の周辺部における散発的開

発によるスプロールを念頭においていた制度でありますが、現在の都市においては、モータリゼ

ーション等を背景に、広域的な都市機能の無秩序な拡散が進行しています。本格的な人口減少・

高齢化社会においては、このような都市構造上の問題に対応する必要があります。経済・社会変

化に伴い数度の法律改正が行われました。最近では平成 18 年に、これまでの拡大成長を前提と

する街づくりのあり方を転換し、都市の既存ストックを有効活用しつつ、様々な都市機能がコン

パクトに集積した都市を実現することを目的として改正されました。 

本書は、法律に基づいて開発許可制度を運用するにあたり、制度の解説、許可基準、手続きの

仕方等を示す目的で作成するものです。令和4年度の手引き以降には、令和 2 年 6 月 10 日に公

布された改正都市計画法（令和 4 年 4 月1 日施行）を反映しています。 

 
《 位置付け 》 

本手引きは、許可権を持つ特例市である伊勢崎市としての立場で作成するものです。 

本手引きにより開発許可の審査基準をできる限り具体的なものとし、法律の解釈についても示し

ました。審査基準の一部として位置づけるものです。 
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